児童からの預かり金管理規程
　（趣旨）
第１条　この要領は、ハピネスハウス入所児童が所持する金銭をハピネスハウスが預かる場合、ハピネスハウス入所児童等への特別支援事業に係る支給金、子ども手当及び児童手当の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（預かり金の取扱）
第２条　ハピネスハウスに入所している児童が所持する金銭、ハピネスハウス入所児童等への特別支援事業に係る支給金、子ども手当及び児童手当を施設長は管理することができる。
　（預かり金の管理）
第３条　児童の預かり金は、児童ごとに金融機関に預金して管理するものとする。
２　ハピネスハウス入所児童等への特別支援事業に係る支給金、子ども手当及び児童手当は、前項に規定する預金口座とは別に専用の預金口座により管理しなければならない。
３　児童の預かり金を管理する場合で、児童ごとに口座開設が困難な場合は、児童所持金管
　理専用の口座を開設するものとする。
４　預金通帳と登録印鑑は、異なる鍵のかかる書庫等で保管するものとし、預金通帳は職員が管理し、登録印鑑は施設長又は施設長が指定する職員が管理するものとする。この場合、預金通帳と登録印鑑の管理を同一の職員にさせてはならない。
　（預かり金の使用）
第４条　預かり金を使用する場合は、児童の希望、意志を尊重するものとする。
２　預かり金を使用した場合は、その時期、内容等を明らかにしなければならない。
３　施設長は、定期的に預かり金の使用状況を確認しなければならない。
　（委任）
第５条　この要領に定めのない事項及びその他必要な事項は施設長が定める。
　　　
附　則
　この要領は、令和７年９月１８日から実施する。









